
提出書類チェック表の活用方法について          2026.1 月 

書類紛失（「個人情報漏洩」「不適切な事務処理扱い」）の増加に伴う書類提出方法の再確認について 

 

一部委託先の事業所（以下、「委託先」と記載）と地域包括支援センター（以下、「包括」と記載）に

おける書類の受け渡しについて、中央区の両包括により作成した『提出書類チェック表』（以下、

「チェック表」と記載）を利用することで提出漏れを防ぐことは勿論、包括に提出した証とし

て確認していただくことができます。 

以下に配慮の上、できる限り活用していただくようにご協力をお願いいたします。 

 

※ 原則的に利用開始月中に書類提出がなければ給付管理ができませんので、ご注意ください。 

※ 各項目（提出時期）に記載されている書類は必ず一式揃えて不足が無いように提出ください。 

※ サービスの休止が継続する場合など、6 カ月を目安に終了の判断をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Ⓐ 

 

Ⓑ 

Ⓐ書類提出時には必ず【利用者名】

【事業所名】【担当者名】明記。 

Ⓑ委託先が持参する

書類に不足が無いか

☑、してください。 

Ⓒ 

Ⓓ 

Ⓓ終了時の受

領印は、委託期

間全ての書類提

出が完了できた

ことを確認して

からの押印とな

ります。 

Ⓒ本人署名後の計画書原本

提出は、計画書類と同じ日付

の受領印があるチェック表と

合わせて提出ください。 

区役所の押印済みの書類

などの項目を追加していま

す。ご確認、ご協力ください。 


